
（令和6年6月）

章 条 条文見出し 条文の趣旨 実施状況 評価 今後の課題

２条 議会の活動原則

議会は、全ての会議を原則公開し、①町政の重要事
項に意思決定を行う。②町政を監視・けん制・評価
する。③政策立案に努める。④議会改革を推進す
る。⑤合議制機関としての役割を果たす。

①意思決定機関としては機能している。
②町政を監視・けん制・評価、③政策立案は不十分で
あった。
④議会改革、⑤合議制機関については推進中である。

3
議員は、積極的に意見を述べ、監視・けん制・評価を強め
ながら政策立案に努める。

３条
委員会及び委員
長の活動原則

各委員会は、①資料を公開する。②政策立案・提案
を行う。③参考人・公聴会制度の活用を行う。委員
長は、④委員会の秩序保持に努める。⑤討議による
合意形成に努める。

各委員会の活動については活発とは言えない状況で
あった。
政策立案については各委員会とも低調であった。

3

来年度は、委員会ごとに検証する。
各委員会は年間計画を立てて活動する。
一般質問等で出された重要なことについて、各委員会で議
論し合意形成を図り、政策立案・提案していく。

４条
議長及び議員の
活動原則

議長は、①公正で民主的かつ公平に。議員は、②相
互の討論を重視する。③民意の把握と自己の研鑽を
行う。④町民全体のために活動する。⑤研修会等へ
積極的に参加する。

議長は公平な運営を行っていた。
議員相互の討論は不足していた。

3
議会中心の全員協議会を重視し、町全体の課題やテーマに
ついて議会で議論する。

５条 議員の政治倫理
議員は、倫理性を自覚し、自己の地位に基づく影響
力を不正に行使し、町民の疑惑を招くことのないよ
う行動する。

政治倫理については、議員個人の自覚の問題である
が、倫理性の自覚が必要な議員に対して、議会全体の
問題として議論してきた。

3
引き続き、議会全体の問題として議論していく。
必要があれば倫理委員会を立ち上げる。

６条
町民参加及び町
民との連携

議会は、情報の公開を徹底し、説明責任を果たす。
２町民参加を確保する。３町民の意向を反映する。
４請願・陳情の提案者の意見を聴く。５議会報告会
や意見交換会を毎年開催する。

議会報告会・意見交換会は実施できたが、参加者が少
なかった。

3

議会報告会・意見交換会について、年度当初に計画を立
て、幅広い参加を得られるよう、いろいろな団体に声をか
けていく。
また、公民館等へ出張していくことも検討する。

７条 議会広報の充実
議会は、論点や争点を町民に周知する。２各議員の
態度を議会広報で公表する。

議員の態度は、議会だよりで公表している。 4
反対・賛成の理由を簡潔に載せる。短くわかりやすい文章
に努める。
決定以外の課題についても公表する。

８条 議会傍聴の充実 町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行う。 一般質問以外の傍聴者は少数であった。 3
『議会だより』の工夫も含め、議会傍聴の意欲を高める努
力をしていく。

９条 議会の自己評価
議会は活動内容を公表し、議会活動の活性化を図
る。２基礎的な資料・情報、議会の評価等を１年ご
とに作成し公表する。

検証は毎年実施している。 3 本検証の課題に責任を持って取り組む。

　上里町議会基本条例の検証

　（評価　５ 達成度が高い　４ 十分にできている　３ 概ねできている　２ 不十分であり努力が必要　１ できていない）

第２章
議会及び議
員の活動原
則と政治倫
理

第３章
町民と議会
との関係
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章 条 条文見出し 条文の趣旨 実施状況 評価 今後の課題

　（評価　５ 達成度が高い　４ 十分にできている　３ 概ねできている　２ 不十分であり努力が必要　１ できていない）

１０条
議会と町長等の
関係

議員・町長等は、緊張関係を保持する。①質疑応答
は一問一答方式とする。②一般質問は政策論争を展
開する。③町の諮問機関、審議会等の委員に就任し
ない。④議会は公文書・情報提供を求め、町長は政
策説明資料を作成する。⑤反問権を認める。

政策論争は低調であった。
町の諮問機関等の委員への就任についての議論が多
く、政策等の議論が不十分であった。

2

政策論争は個々に努力する。
重大な課題については、第１１条の７点で議論する。
全員協議会等での議論を増やし、議会全体として町長へ提
言・要望等を行っていく。

１１条 政策形成過程等

議会は政策形成過程の論点として、①背景及び経
緯、②類似する政策等との比較検討、③町民参加の
有無、④計画の根拠・位置付け、⑤法令及び条例
等、⑥経費と財源、⑦効果及び政策等の維持管理に
ついて審議する。

町長等が提案する重要な政策等の意思決定において、
①～⑦の政策形成過程を論点とする審議が十分とは言
えなかった。

2
重要な政策等の意思決定においては、その水準を高めるた
め、政策形成過程の論点を整理し、審議する必要がある。

１２条 評価の実施
決算審査において執行した政策等の評価を行い、２
評価結果を町長等に明確に示す。

決算特別委員会後、議会として評価結果（提言書）を
提出した。

4
議会は、評価結果（提言書）に対する返答を求め、提出さ
れた課題について点検する。

１３条 議決事項の拡大

議会は、議決責任という役割を果たす観点に立ち①
総合計画の策定・変更・廃止、②都市計画、③その
他町政の各分野における長期にわたる計画について
議決する。

議決事項の拡大については、議論が不十分であった。 3
町政の各分野における長期計画は、アンケート等集約後、
必要に応じて計画途中で説明を求めていく。

１４条
自由討議による
合意形成

議会は、議員相互の討議を中心に運営する。２議員
間で活発な討議を行う。３議案、請願・陳情等の審
議は、自由討議を尽くし町民説明責任を果たす。４
議員は政策、条例、意見等の議案提出を積極的に行
う。

議員相互の討議は活発とは言えなかった。
決算審査において自由討議が実施されたが、工夫が必
要である。

2
議長・委員長は、活発な議論の進行に努め、議員は積極的
な意見書等の議案提出に努力する。

１５条
議員政策討論会
の開催

議会は、町政に関する重要な政策及び課題等につい
て、議員政策討論会を開催する。

開催なし。 2
開催については、今後、全員協議会の議題とし、検討して
いく。

第４章
議会と町長
等との関係

第５章
議員相互の
討議
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章 条 条文見出し 条文の趣旨 実施状況 評価 今後の課題

　（評価　５ 達成度が高い　４ 十分にできている　３ 概ねできている　２ 不十分であり努力が必要　１ できていない）

１６条
適正な議会費の
確立

議会は、適正な議会活動費の確立を目指す。２議会
費の使途等を町民に公表する。

議長交際費、政務活動費とも公表している。 5

１７条
議長、副議長志
願者の所信表明

正副議長を志願する者に所信を表明する機会を設け
る。

改選なし。
志願者は所信表明をすべき。
他者を推薦したい人は志願することを進め、所信表明しな
い者が選ばれないようにする。

１８条 附属機関の設置
審査、諮問又は調査の必要があるときは、附属機関
を設置する。

設置なし。

１９条 調査機関の設置
調査のために必要があると認めるときは、学識経験
を有する者等で構成する調査機関を設置する。

設置なし。
少子高齢化、子育て支援、公共交通の在り方、新しい町づ
くりについて調査・研究の要望があり、今後設置について
検討していく必要がある。

２０条
議会事務局の体
制整備

議会は事務局を置き、２機能の強化及び組織体制の
整備を図る。

『令和６年度予算等に関する提言書』で、1名増を要望
している。

4 引き続き要望していく。

２１条
議会図書室の充
実

議会図書室の充実とその機能を強化する。
図書が少ない。本会議中、職員の控室に利用されてい
る。

3

図書室を職員の控室及び会議室とし、図書は議員控室に移
動することを検討する。
委員会等多数で利用する本はデジタル図書の活用を検討す
る。

２２条
議会改革及び活
性化の推進

議会は不断の改革・活性化に努める。２他自治体の
議会について調査研究を行う。３法改正等について
調査研究を行う。

議会改革、活性化の議論は実施されていた。 3 他自治体の議会改革について、積極的に学ぶ必要がある。

２３条 災害時の対応
災害等の不測の事態が発生した場合は、町長等と協
力し、議会の危機管理体制を整える。

不測の事態はなかった。
危機管理体制をマニュアル化し、危機管理意識の向上を図
る。

第７章
会議の運営

２４条 議会運営の原則
議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行う。２定
刻に開催し、休憩の理由と再開時刻を傍聴者に説明
する。

適切に運用されていた。 4

２５条 議員定数
議員の定数の改正に当たっては、理由を付して議員
が提案する。

変更なし

２６条 報酬等
議員の報酬等の改正に当たっては、理由を付して議
員が提案する。

変更なし

第６章
適正な議会
機能

第８章
議員定数・
報酬等
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章 条 条文見出し 条文の趣旨 実施状況 評価 今後の課題

　（評価　５ 達成度が高い　４ 十分にできている　３ 概ねできている　２ 不十分であり努力が必要　１ できていない）

２７条 最高規範性

この条例は、議会の最高規範である。２議会及び議
員はこの条例を遵守する。３条例に定める理念、原
則に照らして運用する。４任期開始後条例の研修を
行う。

基本条例の理解不足がある。学習会を予定していたが
未実施であった。

3
基本条例の学習会を行う必要がある。
特に第２章（２条～５条）は、早急に実施する。

２８条
検証及び見直し
手続

１年ごとにこの条例の目的が達成されているか検証
する。２制度の改善が必要な場合は、全ての議員の
合意形成に努めたうえで適切な措置を講ずる。３改
正の理由を町民に説明する。

基本条例の検証は行っている。
課題である議員の倫理性、町の諮問機関・審議会等へ
の参加の件は、繰り返し検討してきた。

3

その都度、疑問や意見がある場合には、検証・検討してい
く。
基本条例の改正については、全議員の合意形成に努め、町
民に説明できる内容とする。

第９章
最高規範性
及び見直し
手続
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